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令和７年度
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九州地方整備局令和７年度（直轄道路事業） 新規事業化手続きのスケジュールについて

新規事業採択時評価手続き等の着手

社整審 道路分科会九州地方小委員会

（政府予算案の審議）

実施計画で決定予算成立時

社整審 道路分科会 事業評価部会（本省）

新規事業候補箇所の検討
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九州地方整備局

１.九州の直轄国道全線（約2,400km）

○R3一般交通量調査実施区間 【１,５９９区間】

【対策未実施区間（新規事業候補対象区間）の抽出】

３.課題抽出の視点 （以下の①～③のいずれかに該当）

①渋滞：主要渋滞箇所※１を有する区間 等
②事故：事故危険区間※２を有する区間 等
③災害：異常気象時通行規制区間又は大規模災害の発生区間 等

【５３７区間】

令和７年度 新規事業候補箇所の選定の考え方

※１ 主要渋滞箇所：速度データ（プローブデータ）等や道路利用者等の意見を
踏まえて、各県渋滞対策協議会で選定した箇所

※２ 事故危険区間：事故データや地域の声等を踏まえて、各県道路交通環境
安全推進連絡会議等で選定した区間

２.改築事業等実施中以外の区間（新規事業候補区間抽出）
○改築事業等の実施中区間及び並行する現道区間を除外

【７０５区間】

４.事業実施環境等の確認

○上記区間の中で、事業効果の緊急性が高く、計画確定済み、都市計
画決定済み、環境影響評価実施済み等、事業実施環境が整った箇
所について、予算状況等を踏まえ、総合的な観点から選定

判 定指 標
課
題

主要渋滞箇所
資料（R6）
※当初から一部解除

主要渋滞箇所
に該当

主要渋滞箇所を
有する区間

主要渋滞箇所

①
渋
滞

事故危険区間
資料(R6)

事故危険区間
に該当

事故危険区間を
有する区間

事故危険区間

②
事
故

事前通行規制
区間及び被災
データ
（R1～R5）

規制区間に該当
または、
発生区間に該当

異常気象時に通
行が規制される
区間
または、
災害等により、
48時間以上の
全面通行止めが
発生した区間

異常気象時通
行規制区間
または
大規模災害の
発生区間

③
災
害

一般国道２０１号 みやこ行橋バイパス

一般国道 ５７号 熊本環状連絡道路

を令和７年度新規事業候補箇所に選定

交通状況等（交通量や混雑度等）
を考慮
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■ 多様な効果の貨幣換算化

出典：道路分科会第17回事業評価部会 2018年8月2日 資料2．道路の様々な効果に関する評価について等より整理

〇現在、道路整備の費用便益分析では、３便益を対象に実施。

〇一方、道路整備により、直接効果に加え波及効果も含め様々な効果が発現しており、多様な効果の貨幣

換算化を検討しているところ。

3



〇 救急医療活動の支援

（医療アクセス向上） 【約●億円】

〇 地域産業の支援 【約●億円】

〇 雇用創出の支援 【約●億円】

〇 観光産業の支援 【約●億円】 等

【参考】費用便益分析に含まれない効果

〇３便益に含まれていない効果についても貨幣換算化
〇参考比較値として、多様な効果を含めた費用対効果分析※1を実施

B/C = ●

その他多様な効果（参考）

３便益

〇走行時間短縮便益

〇走行経費減少便益

〇交通事故減少便益

Ｂ/Ｃ

多様な便益を含めた B/C = ● 【参考値】

その他多様な効果を含めた B/C = ● 【参考値】
（この他、数値化できない多様な効果がある）

〇 走行時間信頼性向上便益 【約●億円】

〇CO2排出削減量【約●t-CO2/年】

（CO2排出削減便益：約●億円）

多様な便益※2（参考）

計 約●億円 計 約●億円 計 約●億円

※1：・基準年（令和6年）における現在価値を記載（現在価値算出のための社会的割引率：4％）
※2：・時間信頼性向上便益算定マニュアル（案）［国土技術政策総合研究所(H26)］、客観的評価指標の定量的評価指標の算出手法について［国土交通省 道路局、

都市地域整備局（H15）］を基に算定

直接効果の一部を
貨幣換算化

間接効果の一部を
貨幣換算化

■ 多様な効果の試算
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「リスク分析」について

○ 地質調査や設計等の進捗、工事中の現場条件の変更等に起因し、新規事業採択時評価に費用を計上し
ていなかったリスクが顕在化し、事業費が増大するケースが発生

【課題】

○ 事業化前の事前調査を充実し、事業のリスク分析を行い、リスクを洗い出すとともに、新規事業採択時評
価において、リスクへの対応状況を明示。

○ 想定されるリスクについては、全国の増額事例の分析を参考に、そのリスクを考慮した費用を計上。
○ 当面、事業費変動が大きい高規格道路を対象に、R7年度新規事業採択時評価から運用。

【当初事業費算定に関する今後の取組 （リスクへの対応強化）】

［リスク分析の例］

出典：R6.12.24 社会資本整備審議会道路分科会
第26回事業評価部会資料 資料2より

［リスクを考慮した事業費の算定］

出典：R6.12.24 社会資本整備審議会道路分科会
第26回事業評価部会資料 資料2より 5



「着工前重点準備」の実施について

特に大規模な道路事業については、

○ 効率的かつ戦略的に事業を推進するために、着工
前の初期段階から、事業費や事業期間に影響を与
えうる要因や技術的な課題を把握することが必要

○ 社会的注目が大きいことから、進捗状況にくわえ、
事業の課題や困難さについて積極的に世の中に発
信するとともに、これらを確認する調査の重要性に
ついて理解を得ることが必要

○ 事業中の現場条件等により事業費が増加する課題
への対応が必要

○ 大規模工事が予定される直轄道路事業については、
事業監理の一層の徹底、事業の透明性向上を図る
ため、着工前の現地調査や関係者調整を重点的に
取り組む、「着工前重点準備」を実施

事業の流れ

（計画段階評価）

＜新規事業化＞
（個別箇所の予算措置）

（調査）

（用地・工事着手）

（都市計画）

着工前重点準備の実施

着工前の現地調査や関係者
調整を重点的に取り組む
「着工前重点準備」を実施
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「リスク分析」、「着工前重点準備」の進め方

○対象事業について、リスク分析、重点準備する内容を地方小委員会に報告

（対象事業の考え方）
・リスク分析を行った事業 （当面、高規格道路事業を対象）
・トンネル、橋梁などの構造物比率が高い、または大規模構造物が計画されている事業
・事前調査において軟弱地盤、断層、埋蔵文化財など、事業執行に影響のある周辺環境が
・確認されている事業
・将来的に都市計画事業の活用や有料事業との合併施行による道路構造等の検討など、
・関係者調整に準備が必要な事業

※事業化後に選定する場合は、事業評価監視委員会等に報告

○対象事業は、毎年度の事業計画通知へ「着工前重点準備事業」について明記

○実施内容を記者発表等により公表

（重点準備内容の例）
・3次元モデル等を活用した構造物の予備設計や施工計画、仮設計画の検討
・地質調査や埋蔵文化財の試掘など、周辺環境の現地調査
・都市計画事業や有料事業との合併施行による道路構造等の検討に関する関係者調整

○重点準備内容の報告

進め方（案）

新規事業化候補箇所の提示

地方小委員会

事業評価部会

新規事業化

測量・設計

（重点準備する内容の実施）

地方整備局 事業評価監視委員会

用地・工事着手

○事業評価部会資料に「リスク分析、着工前重点準備の実施」について明記
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